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掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です かぜのような症状がある場合は来所をお控えください。来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします。

●市役所での受け付け
■期間：２/16㈫～３/15㈪、９:00～16:00（土
曜・日曜日、祝日を除く）
■会場：市役所第二庁舎５階会議室Ｂ・Ｃ
＊期間中は駐車場が大変混雑しますので、公共
交通機関をご利用ください
●出張受け付け
■日時・会場：下表のとおり。いずれも９:00
～15:30
＊施設の安全管理上、８:30以前のご来場はご
遠慮ください

　１月下旬に申告が必要と思われる方へ「令和３年度市・県民税申告書」を郵送しました。
申告が必要となる方で、申告書が届かなかった場合は市民税課までご連絡ください。

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止の観点から郵送による申告にご協力を
　申告書と一緒に送付した「申告の手引
き」に記載例を掲載していますので、該当
欄に記入し、返信用封筒でご郵送ください。
●申告会場ではマスクのご持参・着用をお
願いします
　申告会場には、来場された方が利用でき
るアルコール消毒液を設置しています。来
場を予定されている方は、手洗い、マスク
の着用など、感染を予防する取り組みにご
協力をお願いします。
∫市民税課☎963－9144

●国民健康保険・後期高齢者医療制度に係
る保険税（料）等の算定のため、所得の
申告をお願いします
　収入がなかった、扶養となっているなど
のため、確定申告や市・県民税の申告をさ
れない方でも、国民健康保険と後期高齢者
医療制度の加入の方は、保険税（料）の算
定のため申告が必要です。世帯に一人でも
未申告の方がいると、均等割の軽減判定や
高額療養費の所得判定ができず、不利益と
なる場合があります。
　申告が必要な方や申告方法など、詳しく
は下記へ。
∫国民健康保険課(第二庁舎１階)▷国民健
康保険に加入の方…☎963－9146、▷後期
高齢者医療制度に加入の方…☎963－9170

＊上記の会場は、市･県民税の申告受け付け会
場です。確定申告書の作成を希望する方は、
「確定申告に関するお知らせ」（３面参照）
をご覧ください

日程 特設会場
川柳地区センター・増林地区センター
大相模地区センター・出羽地区センター
荻島地区センター

北部市民会館

桜井地区センター
大沢地区センター・南越谷地区センター
新方地区センター・北越谷地区センター
蒲生地区センター

２/１㈪
２/２㈫
２/３㈬
２/４㈭
２/５㈮
２/８㈪
２/９㈫
２/10㈬
２/12㈮

市・県民税の申告が始まります
∫市民税課☎963－9144

申告には
マイナンバーが
必要です

マイナちゃん

新型コロナウイルス感染症の
拡大防止の取り組みについて

市・県民税の申告受け付け

申告は必要？ スタート

チャートを参考に
確認してください

令和３年（2021年）
１月１日現在、

越谷市に住んでいましたか？

令和２年１月１日～12月31日の間に収入はありましたか？
＊遺族年金・障害年金・失業給付・定額給付金は除く

所得税の確定申告をしますか？
＊確定申告について、詳しくは越谷税務署
（☎965－8111）へお問合わせください

市内に居住する
親族の税控除の
扶養ですか？

越谷市に市・県民税の申告を
する必要はありません
令和３年１月１日に住んでいた
市区町村へ相談してください
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上場株式等に係る
配当所得等を確定
申告した場合に住
民税で異なる課税
方式を選択します
か？ 勤務先が１カ所だけで

年末調整をしています
か？（複数でも合算し
て年末調整している場
合を含む）

勤務先が越谷市に「給与支払報
告書」を提出していますか？

源泉徴収票に記載の控除以外に控除の追加はあり
ますか？

国民健康保険税等
の軽減措置や各種
手当の申請で所得
確認が必要ですか。
または、所得に関
する証明書が必要
ですか？

＊（※）所得税が源泉徴収されて
いる方で、所得税の還付を受
ける場合は、確定申告が必要
です。確定申告をした方は、
市・県民税の申告は不要です

どのような収入ですか？

給与 公的年金等 営業・農業・
不動産ほか

いいえ

申告判断
市・県民税の申告が必要
です

市・県民税の申告は必要
ありません

インターネットで市・県民税申告書を作成できます
　市ホームページの「個人住民税の試算と申告書の作成」から、申告書を作成することができま
す。作成した申告書を印刷し、必要書類を添えて郵送などでご提出ください。
■市ホームページからのアクセス方法
「くらし・市政」→「くらし・手続き」→「税金」→「市民税・県民税」→「個人住民税の試算
と申告書の作成」のページ

＊医療費控除は、令和３年度（令和２年分）申告から「医療費控除の明細書」の添付が必要になります。医療費の領
収書の添付または提示では医療費控除を適用することができません
＊医療費控除以外の控除は、証明書・領収書などの原本の添付、または提示がないと認められません
＊所得・控除の種類や必要書類などは一般的な例を示しています。不明な点は市民税課（☎963－9144）へお問い合
わせください

■申告時に必要なもの
対　象

申告者全員

扶養親族・事業専従者がいる方

給与・年金所得者
事業（営業・農業）・不動産
所得者

源泉徴収票

控除証明書、支払金額を証明する書類

医療費控除の明細書
障害者手帳など
寄附金の受領証明書など

収入・経費・減価償却費の分かる帳簿など

社会保険料（国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・国民年
金等）の控除証明書や領収書

雑・一時所得者

社会保険料控除

生命保険料控除
地震保険料控除
医療費控除
障害者控除
寄附金税額控除

収入・経費が分かる書類など

控
除
に
関
す
る
も
の

所
得
に
関
す
る
も
の

必要書類など
「マイナンバーカード」または「マイナンバーが記載された住民票の
写し」等のマイナンバー確認書類と本人確認書類
＊本人確認書類の例：運転免許証、健康保険証、パスポート、障害者
手帳、年金手帳、在留カードなど
扶養親族・事業専従者の「マイナンバーカードのコピー」または「マ
イナンバーが記載された住民票の写し」等のマイナンバー確認書類


